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熊本県公告第５７０号の２ 

 熊本県職員の人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年熊本県条例第１

号）第６条の規定により、熊本県職員の人事行政の運営等の状況について、次のとおり公

表する。 

  平成２９年９月２９日 

熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

１ 職員の任免及び職員数の状況 

 (1) 職員の採用 

   平成２８年度に新たに採用された一般職の職員（臨時職員を除く。） 及び再任用さ

れた職員の状況は、次のとおりである。 

  【新規採用】                          （単位：人） 

 

【再任用】            （単位：人） 

 

  （注） 一般行政職、警察職、教育職、企業職及び技能労務職の区分は、次のとおりで

ある。 

    ① 一般行政職 ②～⑤以外の職員 

    ② 警 察 職 公安職給料表が適用される職員 

    ③ 教 育 職 教育職給料表が適用される職員 

    ④ 企 業 職 企業職給料表が適用される職員 

    ⑤ 技能労務職 技能労務職給料表が適用される職員 

大卒程度 民間経験者 短大卒程度 高卒程度

110 5 5 22 16 10 168

89 0 0 43 6 0 138

0 0 0 0 270 0 270

0 0 0 0 2 0 2

0 0 0 0 0 0 0

199 5 5 65 294 10 578

一般行政職

任期付

合　　計

企　業　職

区　分

警　察　職

教　育　職

合　計

技能労務職

試験の種類
選　考

フルタイム 短時間 合　計

47 140 187

18 0 18

69 26 95

1 3 4

22 0 22

157 169 326

技能労務職

区　分

警　察　職

教　育　職

一般行政職

企　業　職

合　　計
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 (2) 職員の離職 

  平成２８年度に離職した一般職の職員（臨時職員を除く。） の状況は、次のとおり

である。 

                                （単位：人） 

 

 (3) 職員数の状況 

   ① 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年度４月１日現在）   （単位：人） 

    

そ　の　他

分限免職 懲戒免職 失職 死亡退職 任期満了 普通退職

170 12 0 0 0 6 14 51 253

事　務　職 91 10 0 0 0 6 8 26 141

技　術　職 79 2 0 0 0 0 6 25 112

73 6 0 0 0 5 0 43 127

216 66 0 2 0 6 0 95 385

4 0 0 0 0 0 0 2 6

9 3 0 0 0 1 4 3 20

472 87 0 2 0 18 18 194 791

教　育　職

区　分 定年退職

合　　計

技能労務職

警　察　職

企　業　職

一般行政職

勧奨退職 合　計

区分

部門 平成29年度 平成28年度

31 31 0

697 690 7

224 227 -3

73 69 4

1,256 1,241 15

194 186 8

783 769 14

425 415 10

531 523 8

4,214 4,151 63

10,708 14,159 -3,451

3,495 3,471 24

94 85 9

7 6 1

80 78 2

181 169 12

18,598 21,950 -3,352

[26,870][26,855] [15]

小　　計

合　　計

教　　育

警　　察

病　　院

下 水 道

そ の 他

商　　工

土　　木

民　　生

衛　　生

小　　計

議　　会

総　　務

税　　務

労　　働

農林水産

増）業務増

増）欠員補充

一
般
行
政

増）業務増

減）事務の統廃合縮小

増）業務増

増）業務増

増）業務増

増）業務増

増）業務増

公
営
企
業
等

減）熊本市への権限移譲による減

増）業務増

増）業務増

増）職員配置の見直し

職員数 対前年
増減数

主な増減理由
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  （注）１ 職員数は、一般職に属する職員数である。 

    ２ ［ ］内は、条例定数の合計である。 

    ３ 職員数は、総務省の「地方公共団体定員管理調査」に基づき同省に報告した

ものである。 

  ② 年齢別職員構成の状況（平成２９年４月１日現在） 

  

 

 

 

  ③ 定員管理の数値目標及び達成状況 

   ア 平成２８年４月１日から平成３２年４月１日までにおける定員管理の数値目標 

   

  （注）１ 知事部局以外の公営企業、教育委員会、警察本部、各種委員会等の職員に

ついても、知事部局の取組を踏まえた適正な定員管理に努めている。 

     ２ 平成３２年４月１日職員数については、平成２８年熊本地震からの復旧・

復興に伴う他都道府県からの派遣職員の見込数を含む。 

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

40歳 44歳 48歳 52歳

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人

56歳 60歳

～ ～

1,807 2,099 2,306 2,409 2,444 2,172
職員数

人 人 人 人 人

94 568 1,302 1,489 1,621 288 18,599

人 人 人 人

人 人 人 ％

4,108 4,137 29 0.7

平成28年4月1日 平成32年4月1日
増減数 増減率

職員数 職員数
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イ 定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要（各年４月１日現在） 

   

（注）１ 計画期間は、平成２８年４月１日～平成３２年４月１日の４年間であ

る。 

 ２ （ ）内の数値は、増減率を示す。 

３ 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあって

は計画 1 年目以降現年までの職員増減数の累計を示す。 

４ 職員数は、市町村派遣医師を含み、１年以上の臨時職員を除く。 

      ５ 平成２９年職員数には、平成２８年熊本地震からの復旧・復興に伴う他

都道府県からの派遣職員を含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　　　区　分 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

-

平成32年 平成28年～ （参考）

計画始期 1年目 2年目 3年目 4年目 平成32年計 数値目標

職員数 4,108 4,286 - - - 4,137

増減 178 - - -
178

 (4.3％)

29
( 0.7％)
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２ 職員の人事評価の状況 

 【知事部局】 

 概要（平成２８年度） 

 

  

  

評価の対象 　知事部局の一般職の職員

評価者
　一次評価者
　二次評価（最終評価）者

評価対象期間
　能力評価　平成２７年１０月１日～　平成２８年９月３０日
　業績評価　平成２８年４月１日　～　平成２８年９月３０日、
　　　　　　平成２８年１０月１日～　平成２９年３月３１日

評価方法

　能力評価：評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程に
　　　　　　おいて発揮された職員の能力を５段階で評価
　業績評価：職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定
　　　　　　目標以外の取組みにより、その業務上の業績を５段階で評価

評価結果の活用方法
　　職員の能力開発、人材育成、任用・給与・分限その他の人事管理の
　基礎として活用
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【教育委員会】 

 概要（平成２８年度） 

  

 

  

評価の対象

（事務局分）
教育委員会事務局の職員
（学校分）
常勤で勤務する県立学校職員及び市町村立学校の県費教職員

評価者

（事務局分）
一次評価者、二次評価（最終評価）者
（学校分）
一次評価者、最終評価者

評価対象期間

（事務局分）
能力評価　平成２８年１０月１日　～　平成２９年９月３０日
業績評価　平成２８年　４月１日　～　平成２８年９月３０日、
　　　　　平成２８年１０月１日　～　平成２９年３月３１日
（学校分）
能力評価：平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日
業績評価：（上期）平成２８年４月１日～平成２８年９月３０日
　　　　　（下期）平成２８年１０月１日～平成２９年３月３１日

評価方法

（事務局分）
能力評価：評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程に
　　　　　おいて発揮された職員の能力を５段階で評価
業績評価：職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定
　　　　　目標以外の取組みにより、その業務上の業績を５段階で評価
（学校分）
能力評価：職員がどういう職務行動をとったかということで評価する。
　　　　　具体的には、職員の行動指針となる評価項目及び行動内容
　　　　　に示された職務行動を安定してとることができていたか
　　　　　どうかについて５段階で評価する。
業績評価：評価期間における業務の実施結果等を評価基準による
　　　　　５段階で評価する。

評価結果の活用方法

（事務局分）
　職員の能力開発、人材育成、任用・給与・分限その他の人事管理の
　基礎として活用
（学校分）
　教職員の資質向上、人材育成、任用・給与・分限その他の人事管理の
　基礎として活用
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 【警察本部】 

 概要（平成２８年度） 

  

 

 

  

評価の対象
熊本県警察に勤務する職員（地方警務官、非常勤職員、条件付採用期間中の
職員及び臨時的に任用された職員を除く。）

評価者
　評価者
　調整者
　確認者

評価対象期間
　能力評価　平成２８年１２月２日　～　平成２９年１２月１日
　業績評価　平成２８年１２月２日　～　平成２９年　６月１日
　　　　　　平成２９年　６月２日　～　平成２９年１２月１日

評価方法

　能力評価：各職級毎に定めた評価項目の着眼点に基づき、職員が発揮
            した能力を７段階で評価
　
　業績評価：職員があらかじめ設定した業務目標の達成度及び目標以外
            の実績を４段階で評価

評価結果の活用方法 　職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用
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 【企業局】 

 概要（平成２８年度） 

  

 

  

評価の対象 企業局の一般職の職員

評価者
一次評価者
二次評価（最終評価）者

評価対象期間
能力評価　平成２７年１０月１日～　平成２８年９月３０日
業績評価　平成２８年４月１日　～　平成２８年９月３０日、
　　　　　平成２８年１０月１日～　平成２９年３月３１日

評価方法

能力評価：評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程に
　　　　　おいて発揮された職員の能力を５段階で評価
業績評価：職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定
　　　　　目標以外の取組みにより、その業務上の業績を５段階で評価

評価結果の活用方法
職員の能力開発、人材育成、任用・給与・分限その他の人事管理の
基礎として活用
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 【病院局】 

 概要（平成２８年度） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価の対象 病院局の一般職の職員

評価者
一次評価者
二次評価（最終評価）者

評価対象期間
能力評価　平成２７年１０月１日　～　平成２８年９月３０日
業績評価　平成２８年　４月１日　～　平成２８年９月３０日
　　　　　平成２８年１０月１日　～　平成２９年３月３１日

評価方法

能力評価：評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において
　　　　　発揮された職員の能力を５段階で評価
業績評価：職員があらかじめ設定した業務目標の達成度、その他設定目標以
　　　　　外の取組により、その業務上の業績を５段階で評価

評価結果の活用方法
職員の能力開発、人材育成、任用・給与・分限その他の人事管理の基礎とし
て活用
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

  職員の勤務時間その他の勤務条件は、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を

失しないように考慮して、条例等で定めている。 

 (1) 勤務時間 

   一般的な職員の勤務時間は、次のとおりだが、交替制勤務職員など、勤務の特殊性

によりこの勤務時間により難い場合は、別に定めている。 

 

 (2) 年次有給休暇 

   年次有給休暇は、採用された年を除き毎年２０日付与され、与えられた日数をその

年に使用しなかった場合、最高２０日まで翌年に繰り越すことができる。 

   なお、平成２８年１月１日から１２月３１日までの全期間に在職した職員（育児休

業者、休職者及び派遣者を除く。） の一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数は、

１０．８日である。 

 (3) 特別休暇 

   特別休暇とは、社会慣習上や物理上等の特別の事由により勤務しないことが相当で

ある場合に認められる有給休暇である。 

   取得要件には、厳格かつ厳密な規定が設けられているが、ここでは、概要について

記載している。 

   なお、本県では、平成２９年４月１日現在２７の特別休暇がある。 

 

始　業 終　業 休憩時間

３８時間４５分 ７時間４５分 ８時３０分 １７時１５分 １２時～１３時

１週間の
勤務時間

１日の
勤務時間

勤務時間の割振り

その都度必要と認める時間

その都度必要と認める時間

その都度必要と認める時間

５日以内

１暦年のうち５日以内

出産予定日の８週前から出産の日までの請求し
た期間

出産の日の翌日から８週間

生後３年を経過するまで１日を通じて９０分を
超えない範囲内で必要と認める期間

産後休暇

産前休暇

育児時間休暇

内　　容 期　　間

選挙権その他公民としての権利を行使する場合

結婚休暇

ボランティア休暇

ドナー休暇

裁判員、証人､鑑定人､参考人等として国会､裁判所､
地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合
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短期の介護休暇
５日（要介護者が２人以上いる場合にあっては
１０日）以内

あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者が定め
る事項に該当する場合

人事委員会が承認した期間

その都度必要と認める期間スクーリングを受ける場合

国民体育大会、県民体育大会等へ参加する場合

昇任のための競争試験又は選考を受けるため出頭す
る場合

その都度必要と認める時間

正規の勤務時間の始め又は終わりにつき､１日を
通じて１時間を超えない範囲内でおのおの必要
と認める時間

請求した日から２日以内においてその都度必要
と認める時間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

任命権者が定める期間内で５日以内

連続した２日以内

１週間を超えない期間内においてその都度必要
と認める期間

その都度必要と認める時間

赴任のため勤務につけない場合

１４日以内

出産のため入院等の日以後４０日以内において
３日以内

出産予定日の８週間前から当該出産の日後８週
間を経過する日までの期間内において５日以内

５日（養育する子が２人以上いる場合にあって
は１０日）以内

１日～１０日（血姻関係により異なる。）

慣習上最小限度必要と認められる期間（１日）

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑
の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合

妊娠中の女性職員が母子保健法第１０条の保健指導
又は同法第１３条の健康診査を受ける場合

生理休暇

子の看護休暇

男性の育児参加休暇

出産補助休暇

妊娠障害休暇

長期勤続休暇

夏期休暇

父母､配偶者及び子の祭日（父母､配偶者及び子の死
亡後１５年内の日に限る｡）にあたる場合

忌服休暇

台風、地震、水害、火災その他の災害時において、
職員が退勤途上における身体の危険を回避するため
勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

台風、地震、水害、火災その他の災害、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によ
る交通の制限若しくは遮断又は交通機関の事故等に
より出勤することが著しく困難であると認められる
場合

台風、地震、水害、火災その他の災害により職員の
現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該
住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であ
ると認められる場合
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 (4) 病気休暇 

病気休暇とは、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合、その療養に専念させる有給休暇である。 

 

 (5) 介護休暇 

介護休暇とは、負傷、疾病又は老齢のため２週間以上にわたり日常生活を営むのに

支障がある配偶者等の特定の親族等を介護するために、勤務しないことが相当である

と認められる無給休暇である。 

 

 

 

 

 (６) 介護時間 

介護時間とは、負傷、疾病又は老齢のため２週間以上にわたり日常生活を営むのに

支障がある配偶者等の特定の親族等を介護するために、１日の勤務時間の一部につき

勤務しないことが相当であると認められる無給休暇である。 

 

 

 

 

  

期　　間

結核による休暇

私傷病による休暇

公務傷病による休暇

内　　容

１年以内の期間

引き続き９０日以内の期間

必要最小限度の期間

特定の親族等を介護するために勤務し
ないことが相当と認められる場合

連続する３年の期間内において、１日につき
２時間を超えない範囲内で必要と認められる
時間

内　　容 時　　間

内　　容 期　　間

特定の親族等を介護するために勤務し
ないことが相当と認められる場合

３回を超えず、かつ通算して６月を超えない

範囲内において必要と認められる期間
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５ 職員の休業の状況 

  平成２８年度の職員の休業の取得状況については次のとおりである。 

 (１) 育児休業等の取得 

① 育児休業承認期間                     （単位：人） 

 

② 育児短時間勤務取得者                                    （単位：人） 

 

③－１ 部分休業承認期間                    （単位：人） 

 

  ③－２ 一日の部分休業取得時間                 （単位：人） 

   

 

 

６月以下
６月～

１年以下
１年～

１年半以下
１年半～
２年以下

２年～
３年以下

合　　計

男性職員 5 0 0 0 0 5

女性職員 2 65 76 60 51 254

合　　計 7 65 76 60 51 259

育児休業承認期間

月～金
3時間55分勤

務

月～金
4時間55分勤

務

週3日
7時間45分勤

務

その他 合　　計

男性職員 0 0 0 0 0

女性職員 1 5 4 1 11

合　　計 1 5 4 1 11

週2日7時間45分及び
1日3時間55分勤務

0

0

0

育児短時間勤務

１年以下
1年～

２年以下
２年～

３年以下
３年～

４年以下
４年～

５年以下
５年以上 合　　計

男性職員 2 0 0 0 0 0 2

女性職員 17 2 1 0 0 0 20

合　　計 19 2 1 0 0 0 22

部分休業承認期間

３０分以下
３０分～

６０分以下
６０分～

９０分以下
９０分超 合　　計

男性職員 1 0 0 1 2

女性職員 4 11 2 3 20

合　　計 5 11 2 4 22

１日の部分休業取得時間（平均）
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 (２) 自己啓発等休業の取得状況                   （単位：人） 

 

 (３) 修学部分休業の取得状況                    （単位：人） 

 

 (４) 高齢者部分休業の取得状況                   （単位：人） 

 

 (５) 配偶者同行休業の取得状況                   （単位：人） 

 

 

  

６月以下
６月～

１年以下
１年～

１年半以下
１年半～
２年以下

２年～
３年以下

合　　計

男性職員 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 2 0 0 0 2

合　　計 0 2 0 0 0 2

自己啓発等休業承認期間

６月以下
６月～

１年以下
１年～

１年半以下
１年半～
２年以下

合　　計

男性職員 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 0 0

合　　計 0 0 0 0 0

修学部分休業承認期間

１年以下
１年～

２年以下
２年～

３年以下
３年～

４年以下
４年～

５年以下
合　　計

男性職員 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 1 0 0 1

合　　計 0 0 1 0 0 1

高齢者部分休業承認期間

６月以下
６月～

１年以下
１年～

１年半以下
１年半～
２年以下

２年～
３年以下

合　　計

男性職員 0 0 0 0 0 0

女性職員 0 0 0 1 2 3

合　　計 0 0 0 1 2 3

配偶者同行休業承認期間
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

  分限処分とは、職員が充分に職責を果たすことができない場合に、公務能率を維持す

るために行う処分をいい、また、懲戒処分とは、職員の義務違反に対して、公務におけ

る秩序を維持するために職員の責任を追及する処分をいう。 

  平成２８年度の処分の状況は、次のとおりである。 

 (1) 分限処分                           （単位：人） 

 

  （注）１ 同一の者が複数回にわたって分限処分を受けた場合は、その数を重複して計

上している。 

    ２ ２以上の処分事由により分限処分を受けた場合は、主たる処分事由に着目し

て記載している。 

    ３ 休職者の休職期間が延長された場合は、その都度計上している。 

 (2) 懲戒処分                           （単位：人） 

 

  （注）１ 同一の者が複数回にわたって懲戒処分を受けた場合は、その数を重複して計

上している。 

    ２ ２以上の処分事由により懲戒処分を受けた場合は、主たる処分事由に着目し

て記載している。 

処分理由 地方公務員法 降任 免職 休職 降給 合計 失職

勤務実績が良くない場合 第２８条第１項第１号

心身の故障の場合
第２８条第１項第２
号、第２項第１号

166 166

職に必要な適格性を欠く場合 第２８条第１項第３号

職制、定数の改廃、予算の減少
により廃職、過員を生じた場合

第２８条第１項第４号

刑事事件に関し起訴された場合 第２８条第２項第２号 1 1

条例で定める事由による場合 第２７条第２項

167 167

地方公務員法第２８条第４項により失職した者

合　　計

処分理由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計

法令に違反した場合 第２９条第１項第１号 5 2 2 6 15

職務上の義務に違反し又は職務
を怠った場合

第２９条第１項第２号 7 2 9

全体の奉仕者たるにふさわしく
ない非行のあった場合

第２９条第１項第３号 1 3 4

13 7 2 6 28合　　計
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７ 職員の服務の状況 

  職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、職務の遂行に当たっては、

全力を挙げてこれに専念しなければならないとされており、法令及び職務命令に従う義

務をはじめとして、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等の、

服務上の制約が課せられている。 

  この制約の一つとして、営利企業等の従事制限があるが、任命権者が職務の遂行に悪

影響を及ぼさないと判断したときは、営利企業等への従事を許可することができるもの

とされている。 

  平成２８年度の営利企業等の従事許可の状況は、次のとおりである。 

 

 

 

８ 職員の退職管理の状況 

再就職における透明性の確保及び適正化を図ることを目的として、「熊本県退職職員

の再就職に関する取扱要領」に基づき、平成２８年９月に県出資団体等に再就職してい

る県退職者の状況を公表した。また、同じく「熊本県知事部局職員の再就職状況の公表

に関する取扱要領」に基づき、平成２７年度に本庁課長級以上の職で退職した者のう

ち、民間企業等に再就職している者の状況について公表した。 

 

  

区　　分 申請件数 許可件数

営利企業等の従事許可申請 300 298
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９ 職員の研修の状況 

  職員の研修については、職員の勤務能率の発揮及び増進のため、任命権者ごとに様々

な研修を行っている。 

  平成２８年度の実施状況については、次のとおりである。 

 

  【知事部局】                         （単位：人） 

 

  （注） 知事部局においては、人事課が実施する研修の状況を記載している。 

 

  【企業局】                           （単位：人） 

 

  （注） 企業局においては、総務経営課が実施する研修の状況を記載している。 

 

 

研修の名称
実施回数
（延べ）

対象者
修了者数
（延べ）

備　　考

新規採用職員研修 ３回 平成２８年度採用職員 360

一般職員４年目研修 １回 平成２５年度採用職員 116

一般職員７年目研修 １回 平成２２年度採用職員 57

一般職員１０年目研修 １回 平成１９年度採用職員 64

技能労務職員研修 １回
昭和５１年度～５８年度
に入庁した技能労務職員

39

新任班長等研修 １回 新任班長等 104
熊本地震のため４回を２
回に縮小（目標による管
理制度研修）

新任審議員・総括補佐研修 － 新任審議員・総括補佐 － 熊本地震のため中止

所属長等研修 １回 新任所属長 72
現任所属長研修は熊本地
震のため中止

選択研修（スキルアップ
コース）

－ 全職員 － 熊本地震のため中止

新採トレーナー研修 ２回
新採トレーナーに指名さ
れた職員

126

人事評価者等実務研修 １回 人事評価者等 164

目標による管理制度研修 １回 新任班長等 106
新任班長等研修として実
施

育休等代替臨時職員等研修 ３回 育休等代替臨時職員等 106
熊本地震のため４回を３
回に縮小

ステップアップサポート
研修

１回
支援を要する職員の指導
に当たる管理監督職員

63

チャレンジ塾 －
33歳以上で主幹までの職
員

－ 熊本地震のため中止

研修の名称
実施回数
（延べ）

対象者
修了者数
（延べ）

備　　考

特定課題研修 2 全職員 60
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  【病院局】                           （単位：人） 

 

 

  【教育委員会】                         （単位：人） 

 

研修の名称
実施回数
（延べ）

対象者
修了者数
（延べ）

備　　考

行動制限最小化研修 1 全職員 51

院内感染対策研修 2 全職員 228

医療安全研修 2 全職員 145

経営研修 2 全職員 37

不適正経理再発防止研修 2 全職員 37

交通安全研修 2 全職員 65

飲酒運転防止等研修 2 全職員 51

研修の名称
実施回数
（延べ）

対象者
修了者数
（延べ）

備　　考

新規採用教育行政職員研
修

６日 新任教育行政職員 25

初任者研修（高・特） １７日 初任者 81 ※地震のため１日中止

初任者研修（小・中） １７日 初任者 167 ※地震のため１日中止

新規採用栄養教諭研修 １０日 新規採用栄養教諭 3

新規採用養護教諭研修 ５日
新規採用養護教諭
（小・中・県立）

15

新任学校図書館事務職
員・新任実習教師・新任
寄宿舎指導員研修

０日

新任学校図書館事務職
員・新任実習教師・新
任寄宿舎指導員（小・
中・県立）

学図０
実教０
寄指０

※地震のため中止

３年目教育行政職員研修 ２日 ３年目教育行政職員 39

県立学校５年経験者研修 ５日
教諭５年経験者（県
立）

72

小学校５年経験者研修 ５日 教諭５年経験者（小） 65

中学校５年経験者研修 ５日 教諭５年経験者（中） 59

養護教諭５年経験者研修 ２日
養護教諭５年経験者
（小・中・県立）

8

栄養教諭５年経験者研修 ３日
栄養教諭５年経験者
（小・中・県立）

3

６年目学校事務職員研修 １日 ６年目教育行政職員 14

県立学校１０年経験者研
修

１０日
教諭１０年経験者（県
立）

72

小学校１０年経験者研修 １０日
教諭１０年経験者
（小）

41

中学校１０年経験者研修 １０日
教諭１０年経験者
（中）

45
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  （注） 教育委員会においては、職階研修の状況を記載している。 

 

 

 

養護教諭１０年経験者研
修

８日
養護教諭１０年経験者
（小・中・県立）

10 　

県立学校技師研修 １日 県立学校技師（県立） 25

特別支援教育指導力向上
研修

０日 教諭 0 ※地震のため中止

幼稚園・保育所等新規採
用教員・保育士研修

８日
幼稚園・保育所新規採
用教員・保育士

59
※公立参加6人，私立・
保育所等の参加53人

幼稚園等１０年経験者研
修

16日
公市立幼稚園教諭１０
年経験者

4

特別支援学校医療的ケア
教員研修

２日
医療的ケア実施校の教
諭等

28

県立学校人権教育主任研
修

１日 人権教育主任 81

小中学校新任管理職（校
長）研修

３日 新任校長（小・中） 57

小中学校新任管理職（教
頭）研修

３日 新任教頭（小・中） 80

県立学校新任管理職（校
長）研修

２日 新任校長（県立） 13 ※地震のため１日中止

県立学校新任管理職（教
頭）研修

２日 新任教頭（県立） 13 ※地震のため１日中止

県立学校新任事務長研修 １日 新任事務長（県立） 6

県立学校新任１・２年学
年主任研修

０日 新任学年主任（県立） 0 ※地震のため中止

県立学校新任主幹教諭研
修

３日 新任主幹教諭（県立） 6
※悉皆１日，悉皆選択２
日

小中学校新任主幹教諭研
修

１日 新任主幹教諭（小・中） 45

新任事務主査・新任事務
主任研修

１日
新任事務主査・事務主
任（小・中・県立）

13

小中学校新任管理職（２
年目教頭）研修

１日 ２年目教頭（小・中） 56 ※悉皆選択１日

県立学校新任管理職（２
年目教頭）研修

１日 ２年目教頭（県立） 36 ※悉皆選択１日

特別支援教育管理職研修 １日 校長（小・中・県立） 404

主幹教諭及びスーパー
ティーチャー研修会

１日

主幹教諭、スーパー
ティーチャー配置校の
校長及びスーパー
ティーチャー

48

教職員人事評価制度に係
る評価者研修会

１日
県立学校長、教育事務
所管理主事等

78

県立学校新任管理職赴任
前研修会

１日 新任管理職 25
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  【警察本部】                          （単位：人） 

 

  （注） 警察本部においては、専科の状況を記載している。 

  

研修の名称
実施回数
（延べ）

対象者
修了者数
（延べ）

備　　考

初任科 ４回 新規採用警察官、同一般職員 151

初任補修科 ２回 職場実習修了警察官 101

幹部任用科 ２回 警部補及び巡査部長昇任者 16

部門別任用科 ４回 警察官 76

警務部門専科 ４回 警察官、一般職員 55

生活安全部門専科 ２回 警察官 36

地域部門専科 ４回 警察官 61

刑事部門専科 ６回 警察官 89

交通部門専科 ６回 警察官 69

警備部門 ３回 警察官 49
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 (1) 厚生制度 

    地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を

樹立し、これを実施しなければならないとされている。 

    平成２８年度の実施状況については、次のとおりである。 

  【知事部局】 

 

   

  

ストレスチェック

衛生管理者の養成

県庁産業医の養成

長時間勤務健康障害防止対策の推進

その他
地方職員共済組合熊本県支部が行うメン
タルヘルス無料相談事業への助成

メンタルヘルス研修

からだの健康づくり研修

健康の保持増進に関する広報、啓発

安全衛生管理

衛生委員会の設置、活動の推進

区　　分

定期健康診断

特殊業務等従事職員健康診断

内　　容 実施状況

職員の保健に関すること

健康診断
人間ドック費用の助成

じん肺健康診断

ＶＤＴ作業従事職員特別健診

精密再検査費用助成

健康相談・指導

健康相談、ストレス相談

ヘルスチェック

健康診断事後指導

健康教育

職員球技大会等の実施

一般教養 教養室、図書室の管理運営

その他の厚生に関すること

厚生施設 食堂、売店等

職員住宅 職員住宅

その他 ライフプラン事業（セミナー、相談員）

職員の元気回復に関すること
職員球技大会等
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【企業局】 

 

  【病院局】 

 

  【教育委員会】 

 

その他の厚生に関すること

区　　分 内　　容 実施状況

健康診断 定期健康診断

健康相談・指導 産業医による保健指導等

職員の保健に関すること

職員住宅 職員住宅の維持管理

区　　分 内　　容 実施状況

職員の保健に関すること

健康診断
定期健康診断(生活習慣病等)

特殊業務等従事者健康診断

健康相談・指導

健康相談

健康相談の集計・分析・通知

事後指導の実施

安全衛生管理

衛生委員会及び産業医の設置

ストレスチェックの実施

長時間勤務健康障害防止対策の推進

心の健康の問題により休業した職員の職
場復帰支援対策

安全衛生研修会

その他の厚生に関すること 厚生施設 売店等厚生施設の設置

総括衛生委員会、衛生委員会の設置、活動の
推進

その他 健康管理に関する広報、啓発

区　　分 内　　容 実施状況

職員の保健に関すること

健康診断

定期健康診断

人間ドック

器官別検診

健康相談・指導

こころの健康相談

健康診断集計、分析

健康教育
メンタルヘルス講師派遣事業、健康づくり講
師派遣事業、健康セミナー

安全衛生管理
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  【警察本部】 

 

 (2) 公務災害 

   平成２８年度における職員の公務災害、通勤災害の認定状況については、次のとお

りである。 

① 公務災害                          （単位：人） 

 

② 通勤災害                          （単位：人） 

 

その他厚生に関すること

職員住宅 教職員住宅の維持管理

その他 ライフプラン事業の推進

区　　分 内　　容 実施状況

職員の保健に関すること

１　健康診断

１　定期健康診断（特定健康診査を含む。）
２　特殊健康診断（高気圧健康診断等）
３　ストレスチェック
４　その他健康診断

２　健康相談・指導
１　健康相談
２　健康診断後の指導(特定保健指導を含む。)

３　健康教育
１　メンタルヘルス研修会
２　生活習慣病予防研修会
３　健康づくり施策

４　安全衛生管理
１　衛生委員会、産業医及び衛生管理者の設置・運営
２　過重労働対策
３　休業職員の職場復帰支援

５　その他 健康管理に関する広報・啓発

その他の厚生に関すること

１　警察職員互助会
福利厚生事業
（給付事業、貸付事業及び福祉事業）

２　生涯生活設計

１　ライフサイクルプラン研修会
　（採用後5年29歳以下、30歳、40歳、50歳及び57歳）

２　採用時生涯生活設計教養
３　育児休業から職場復帰予定女性職員に対する教養

公務上 公務外

4 141 132 2 11

年度末
未処理件数

前年度末現在
未処理件数

受理件数
認定件数

取り下げ
件　　数

通勤災害
該　　当

通勤災害
非 該 当

1 14 14 1

前年度末現在
未処理件数

受理件数
認定件数

取り下げ
件　　数

年度末
未処理件数
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１１ 職員の競争試験及び選考の状況 

  平成２８年度の採用試験等の実施状況については、次のとおりである。 

 (1) 採用試験の日程等 

   

第

１

次

筆
記

第

２

次

面
接

第

３

次

面
接

第

１

次

筆
記

第

２

次

面
接

第

３

次

面
接

第

１

次

筆
記

筆
記

面
接

第

１

次

筆
記

筆
記

面
接

第

１

次

筆
記

適
性

体
力

面
接

第

１

次

筆
記

適
性

・
体
力

面
接

試験の種類 公告日
申　　込
受付期間

試験日
（合格発表日）

試験地

職
員
採
用
試
験

大学卒業
程　　度

・
免許資格職
（前期）

28.4.11
28.4.28
～28.5.20

28.6.26
(28.7.1)

熊本市
東京都

28.7.11
　～7.17
(28.7.21)

熊本市

28.7.28
　～8.4
(28.8.9)

熊本市

民間企業等
経験者対象

28.4.11
28.4.28
～28.5.20

28.6.26
(28.7.21)

熊本市
東京都

28.8.27
　～8.28
(28.9.9)

熊本市

28.10.8
(28.10.25)

熊本市

高等学校
卒業程度

28.6.17
28.8.8
～28.8.26

28.9.25
(28.10.4)

熊本市

第

２

次

警
察
官
採
用
試
験

警察官Ａ 28.4.11
28.4.28
～28.5.27

28.7.10
(28.7.15)

熊本市

28.10.22 熊本市

28.10.29
　～10.30
(28.11.10)

熊本市

免許資格職
（後期）

28.6.17
28.8.8
～28.8.26

28.9.25
(28.10.4)

熊本市

第

２

次

第

２

次

28.8.6 熊本市

28.8.11 熊本市

28.8.17
　～8.23
(28.8.30)

熊本市

28.10.22 熊本市

28.10.29
　～10.30
(28.11.10)

熊本市

警察官Ｂ 28.6.17
28.8.8
～28.8.26

28.10.16
(28.10.25)

熊本市

第

２

次

28.11.12
　～11.13

熊本市

28.11.19
　～11.22
(28.12.2)

熊本市
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 (2) 採用試験及び採用選考の実施状況 

① 職員採用試験                                              （単位：人） 

 

 

 

 

 

大
学
卒
業
程
度

行　　政 67人程度 429 200 193

最　　終
合格者数

競争率
（倍）

採用者数
（7.1現在）受験者数 合格者数 受験者数 合格者数

区分 職　　種
採　　用
予定者数

第１次試験 大卒第２次試験 大卒第３次、

その他第２次
試験受験者数

88 86 67 6.4 53

警察行政 6人程度 63 18 17 9 9 6 10.5 6

教育行政 17人程度 108 51 51 24 24 17 6.4 15

心理判定員 3人程度 12 3 3 3 3 3 4.0 3

一般土木 10人程度 23 21 21 14 14 10 2.3 10

農業土木 8人程度 10 6 6 5 5 4 2.5 4

建　　築 3人程度 14 6 6 4 4 3 4.7 3

電　　気 4人程度 9 7 5 5 5 3 3.0 3

化　　学 1人程度 8 5 5 3 2 1 8.0 1

農　　学 20人程度 47 43 41 27 27 20 2.4 18

林　　学 6人程度 13 8 8 8 8 6 2.2 6

畜　　産 5人程度 15 14 14 8 8 5 3.0 5

水　　産 3人程度 12 7 7 5 5 3 4.0 3

小　　計 153人程度 763 389 377

4 3 2 0 13.0 0

203 200 148 5.2 130

8 5 2.6 5

保 健 師 6人程度 13 11 10 9

薬 剤 師 5人程度 13 12 12 8

9 6 2.2 6

小　　計 12人程度 39 28 26 20 19 11 3.5 11

民
間
企
業
等

経
験
者
対
象

行　　政 5人程度 150 15 14

免
許
資
格
職

（

前
期
）

社会福祉 1人程度 13 5

1 1 1 150.0 1

薬 剤 師 2人程度 2 2 2 2 2 2 1.0 2

保 健 師 2人程度 6 4 4 3 3 2 3.0 2

小　　計 9人程度 158 21 20

13.8 5

22.7 3

7.5 1

6 6 5 31.6 5

教育事務 2人程度 15 6 6 2

警察事務 3人程度 68 9 9 3

28 10一般事務 10人程度 138 30

6.0 2

農業土木 5人程度 20 12 11 5 4.0 3

一般土木 2人程度 12 6 5 2

3.3 3

小　　計 25人程度 263 68 0 0 64 25

林　　業 3人程度 10 5 5 3

10.5 17

免
許
資
格
職

（

後
期
）

保 育 士 1人程度 3 3 2

高
等
学
校

卒
業
程
度

1 3.0 1

学校図書館事務 1人程度 64 6 6 1 64.0 1

臨床検査技師 1人程度 16 5 2 1 16.0 1

3.9 10

小　　計 13人程度 122 44 0 0 40 13

看 護 師 10人程度 39 30 30 10

9.4 13

合　　計 212人程度 1,345 550 423 229 329 202 6.7 176
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  ② 警察官採用試験                                        （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

③ 障害者採用選考                       （単位：人） 

   

 

 

 

  ④ 採用選考                          （単位：人） 

 

  

  

3

9

区分
任命権者

知　　事 教育委員会 警察本部長
公営企業
管理者

そ の 他 計
職

一
般
職
員

人
事
交
流
等

部 長 級 2 0 0 0 0 2

次 長 級 0 0 0 0 0 0

課 長 級 4 12 1 0 0 17

6

係 長 級 3 17 1 0 0 21

課長補佐級 0 5 1 0 0

2

主任技師 0 1 0 0 0 1

主任主事 0 2 0 0 0

7

技　　師 0 0 0 0 0 0

主　　事 1 6 0 0 0

資
格
職
種
等

機 関 士 2 0 0 0

鑑識技師 0 0 1

0 2

職業訓練指導員 1 0 0 0 0 1
警察官Ａ（武道指導） 0 0 1 0 0 1

0 0 1

研 究 員 2 0 0 0 0

獣 医 師 0 0 0 0 9

2

医　　師 0 0 0 0 3

75

任期付研究員 1 0 0 0 0 1

任期付職員 75 0 0 0 0

1

小　　計 104 43 5 0 0 152

任期付精神保健福祉士 1 0 0 0 0

警
察
官

人
事
交
流
等

警　　視 0 0 2

巡査部長 0 0 0

0 0 2

警　　部 0 0 0 0 0 0

警 部 補 0 0 0 0 0 0

0 0 0

巡　　査 0 0 0 0 0 0

小　　計 0 0 2 0 0 2

154合　　計 104 43 7 0 0

職　種 試験の区分
採　　用
予定者数

第１次試験 第２次試験
受験者数

最　　終
合格者数

競争率
（倍）

採用者数
（7.1現在）受験者数 合格者数

警察官Ａ

男　性 77人程度 488 305 245 77 6.3 64

女　性 15人程度 125 59 39 16 7.8 13

小　　計 92人程度 613 364 284

161 51 8.6 42

93 6.7 77

14.7 7

小　　計 60人程度 571 248 190 60

女　性 9人程度 132 37 29 9

9.5 49

合　　計 152人程度 1,184 612 474 153

警察官Ｂ

男　性 51人程度 439 211

7.7 126

職　種
採　　用
予定者数

第１次試験 第２次試験

受験者数
最終

合格者数
競争率
（倍）

採用者数
（4.1現在）受験者数 合格者数

一般事務 2人程度

13 11

9 2

3.3

2

警察事務 1人程度 5 1 1

合　計 4人程度 13 11 20 4 3.3 4

教育事務 1人程度 6 1 1
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(3) 昇任試験の実施状況                      （単位：人） 

 

 (4) 昇任選考の実施状況                      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 職 受験者数
最　　終
合格者数

競争率
（倍）

試験日

第1次　28. 9.26
第2次　28.10.12
第3次　28.11.11（口述・術科）

巡査部長 714 88 8.1
第1次　28. 9.28
第2次　28.10.14
第3次　28.11.14（口述・術科）

警察官

警　　部 486 33 14.7
第1次　28. 6. 3
第2次　28. 6.15
第3次　28. 7.12（口述・術科）

警 部 補 595 64 9.3

その他 計

一
般
職
員

部 長 級 4 1 0 1

区分 職 知　　事 教育委員会 警察本部
公営企業
管理者

2 8

次 長 級 21 0 0 1 1 23

課 長 級 54 3 4 1 3 65

課長補佐級 112 14 7 3 2 138

係 長 級 84 16 9 8 0 117

351

警
察
官

警　　視 0 0 19 0 0

小　　計 275 34 20 14 8

19

小　　計 0 0 19 0 0 19

合　　計 275 34 39 14 8 370
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１２ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

  県人事委員会は、地方公務員法の規定に基づき、平成２８年１０月１４日に県議会及

び知事に対し、職員の給与等に関する報告及び勧告を行ったが、その概要は次のとおり

である。 

 (1) 民間給与と職員給与の比較 

① 月例給 

 

 

 

※ 平成２８年は、熊本地震により民間給与の調査を実施できなかったため、職員

給与と民間給与の較差を算出できなかった。 

② 特別給（ボーナス） 

民間のボーナス（賞与等）    －月 

職員の期末手当・勤勉手当 ４．２０月 

※ 平成２８年は、熊本地震により民間給与の調査を実施できなかったため、民

間の支給実績（支給割合）を算出できなかった。職員については、前年８月か

ら７月までの１年間の支給月数。 

 (2) 給与制度の改正 

[報告事項 ]  

熊本地震により、給与改定の判断の際に重要な資料となる職種別民間給与実態調

査が実施できなかった中で、県内の厳しい経済・雇用情勢など、本県の置かれた現

状等を総合的に勘案し、月例給及び特別給の改定は行わないことが適当であると判

断。 

[勧告事項 平成２９年４月１日実施 ]  

 扶養手当の改定 

民間企業及び公務における配偶者に係る扶養手当をめぐる状況の変化等を踏ま

え、国に準じ、配偶者に係る手当額を他の扶養親族に係る手当額と同額まで減額

し、子に係る手当額を引上げ。 

 

 

 

 

 

 

民間給与（Ａ） 職員給与（Ｂ） 較差（(Ａ)－(Ｂ)） 

－ 円 371,898 円 － 円（－％） 
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 (３)  休暇及び勤務時間制度の改正 

[勧告事項 できるだけ速やかに実施 ]  

① 介護休暇の分割 （３回まで可能） 

職員の申出に基づき、各任命権者が指定期間（職員が介護休暇を請求できる期

間）を指定。指定期間は、人事委員会規則の定めるところにより一の要介護状態

ごとに３回以下、かつ、合計６月以下の範囲内で指定。 

  ② 介護時間の新設  （最長連続３年、１日２時間まで） 

日常的な介護ニーズに対応するため、各任命権者が、職員が介護のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合、連続する３年以下、１日につき２時間

以下で、勤務しないこと（介護時間）を承認できる仕組みを新設（公務の運営に

支障がある時間については、承認しないことが可能 ）。  

介護時間を承認され勤務しなかった時間は無給とする。昇給・勤勉手当におい

ては直ちに不利にならない取扱いとし、併せて介護休暇・育児休業等についても

同様の取扱い。 

  ③ 介護を行う職員の時間外勤務の制限 

介護を行う職員の負担を軽減するため、民間労働法制の見直し等に合わせて、

介護を行う職員の時間外勤務を免除するよう規定の整備。 

 (４) 職員の人事・給与等に関する今後の課題 

  ［報告事項］ 

①  人事・給与制度 

ア 能力及び実績に基づく人事管理の推進 

イ 多様で有為な人材の確保及び育成 

ウ 女性職員の登用 

エ 適正な退職管理の確保 

オ 再任用職員のキャリアの活用（雇用と年金の接続） 

カ 県費負担教職員の給与負担等の移譲 

② 働き方改革と勤務環境の整備 

ア   総実勤務時間の縮減 

イ   職員の健康管理 

ウ   両立支援の推進及びハラスメントの防止 

エ 柔軟で多様な働き方に関する検討 

③ 危機発生時の勤務条件 

④ 臨時職員の勤務条件 

⑤ 県民からの信頼の確保  
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１３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

  平成２８年度の要求件数等については、次のとおりである。 

                                  （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ Ｂ

給　　与 0

旅　　費 0

休　　暇 0

執務環境 0

福利厚生 0

転　　任 0

任　　用 0

そ の 他 1 1 1 0

合　　計 1 0 1 1 0 0

年度末現在
未処理件数

Ａの処理件数 Ｂの処理件数
区　　分

前年度末現在
未処理件数

当該年度の
措置要求件数 当該年度の

処理件数

左の内訳
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１４ 不利益処分に関する審査請求の状況 

  平成２８年度の審査請求件数等については、次のとおりである。 

                                  （単位：人） 

 

 

Ａ Ｂ

降　　給 0

降　　任 0

休　　職 0

分限免職 1 1 1 0

小　　計 1 0 1 1 0 0

戒　　告 0

減　　給 0

停　　職 0

懲戒免職 1 2 3

小　　計 1 2 0 0 0 3

0

0

2 2 1 1 0 3

年度末現在
未処理件数Ａの処理件数 Ｂの処理件数

区　　分

前年度末現在
未処理件数

当該年度の
審査請求件数 当該年度の

処理件数

左の内訳

分
限
処
分

懲
戒
処
分

転　　任

そ の 他

合　　計


